
 東大阪市上下水道局公告第下１号 

 

次の契約を一般競争入札により締結するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令

第１６号）第１６７条の６第１項の規定により別紙のとおり公告する。 

 

令和８年６月１０日 

東大阪市上下水道事業管理者 江原 竜二  

 

 



契約日翌日　～

：

： 経審点に発注者別評価点を加えた点数

※開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他都合により遅れる場合があります。

日

(2) 第一希望業種に係る一般建設業又は特定建設業の許可を有していること。

質 疑 に つ い て

から まで申 請 ･ 入 札 日 時

事後公表（契約締結後、遅滞なく公表する。）

(1) 本市の令和８・９・１０年度入札参加有資格者名簿（工事）に第一希望業種
「土木」又は「しゅんせつ」で登録されている市内業者であること。

(3) 第一希望業種「しゅんせつ」で登録されている業者は「土木工事業」の許可
を有すること。

(4)

竣工後一時払

工 事 件 名

施 工 場 所

年 月

7,282,000 円

工 期 9

管路（φ200mm～φ350mm）

　管きょ工(更生) (φ200mm)
　　管きょ更生工（φ200mm)

　管きょ工（開削）（φ300mm～φ350mm）
　　φ300mm（VU）
　　φ350mm（VU)

　ます工
　
　付帯工

ΣＬ＝38.70 m

Ｌ＝26.20 m
      26.20 m

Ｌ＝12.50 m
      5.90 m

6.60 m

1式

1式

3 17

令和 8 年 6 月 建設工事制限付き一般競争入札実施要領（10日更新）

令和８年度公共下水道第１０１工区管きょ改築工事

　申請される方は、「建設工事制限付き一般競争入札に関するご案内（下水）」を熟覧のうえ、東大阪市電子入
札システムを用い、規定の様式に基づき指定する申請・入札日時において提出してください。

土木 - 1

5:0022 日8 9:00午前6 月

工 事 概 要

予 定 価 格 （ 税 抜 ）

工 事 ラ ン ク

令和

東大阪市 中小阪五丁目　地内

午後

最 低 制 限 価 格 （ 税 抜 ）

支 払 条 件

年令和

Ｇ

入 札 に 参 加 す る 者 に
必 要 な 資 格

経審点

総合点

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の総合評点（Ｐ点）（入札日時点におい
て、有効かつ最新のものに限る。）

当該業種に係る総合評点（P点）を有していること。

(5) 自社に勤務する者のうち、以下に示すいずれかの資格を有する者を技術者
として配置できること。

(i) 下水道管路更生管理技士

(ii) 下水道管路管理専門技士（修繕・改築部門）

(iii) 下水道管きょ更生施工管理技士

年 6令和

近接工事件名・施工業者名 該当なし

月 23
開 札 日 時

10:00日8

　質疑を行う場合は、入札参加者名を特定できる内容を記載しないうえで、
下水道総務室総務契約課までメール（gesui-nyusatsu@city.higashiosaka.lg.jp）に
て、令和8年6月16日の正午までに送信すること。
　なお、質疑に対する回答については、令和8年6月18日までに東大阪市電子
入札情報のホームページにおいて公表する。

午前

申請･入札、開札の場所 東大阪市荒本北一丁目１番１号　 東大阪市上下水道局下水道部下水道総務室総務契約課

mailto:gesui-nyusatsu@city.higashiosaka.lg.jp


電子入札参加に関する一般的事項

入札保証金に関する事項

入札の無効に関する事項

入札方法等に関する事項

申請書、工事費内訳書及び入札書について

入札に際しては、本市に利用登録を行っているICカードを用いて入札すること。

発注案件に対する質疑回答について

(3) 事前審査について

(4) 落札候補者及び落札者について

(5) 非落札となった理由の説明について

契約保証金の額

その他

次のいずれかの関係に該当する者同士の入札参加は認めない。

問い合わせ先

東大阪市荒本北一丁目１番1号

東大阪市上下水道局下水道部下水道総務室総務契約課

電話　０６－４３０９－３２４６

メールアドレス　gesui-nyusatsu@city.higashiosaka.lg.jp

健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書

雇用保険被保険者資格取得等確認通知書

上記の(a)～(d)の資料が提出できない場合は、下記の(e)又は(f)を提出すること

所属会社の雇用証明書等（氏名・事業者名称（代表者職氏名等含む）・証明日・雇用形態・雇用開始日の記載があり、使用印が押印されたもの）

その他公的機関の発行した書類で上記に準じ常勤の確認ができるもの

落札候補者に係る事後審査の結果、落札者と認められなかった者は、事後審査の翌開庁日までに通知することとし、通知を受けた者はその
理由について説明を求めることができる。

前号の説明を求める場合は、通知を受けた翌開庁日までに、総務契約課まで書面を持参の上、提出しなければならない。

　契約金額の１００分の１０に相当する額以上とする。ただし、契約金額が５００万円未満の案件又は単価契約案件についてはこの限りではない。

親会社（会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。）と子会社（会社法第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。）の
関係にある者

オ 配置予定技術者について以下のいずれかの資格の写し

① 下水道管路更生管理技士

② 下水道管路管理専門技士（修繕・改築部門）

③ 下水道管きょ更生施工管理技士

　入札参加者が質疑を行う場合は、入札参加者名を特定できる内容を記載しないうえで、総務契約課までメール
（gesui-nyusatsu@city.higashiosaka.lg.jp）にて、総務契約課が指定する日時までに送信すること。なお、質疑に対する回答については、東大阪市
電子入札情報のホームページにおいて公表するものとする。

　システムによる自動審査等による審査を行ったうえ、その結果について競争参加資格確認通知書をシステムにより送信する。
なお、競争参加資格無しの通知を受けた者は当該入札に参加できない。

開札後、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札をした者（同額の場合にあってはシステムによる電子くじにより、くじ順位
が１である者。）を落札候補者とする。この者には、開札日のうちに通知をすることとし、事後審査に必要な次に掲げる書類について、通知を受け
た翌開庁日の午後５時までに提出を求め、提出された書類について審査を実施して落札者を決定する。なお、落札者と認められなかった場合は
次順位以降の者（同額の場合にあってはシステムによる電子くじにより、くじ順位が２以降である者。）について順次審査を実施して落札者を決
定する。

経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写し

配置予定現場代理人の経歴書

配置予定主任技術者又は監理技術者の経歴書及び資格を証明する免許証等の写し（監理技術者講習修了証を含む）

イ及びウに選任された者において、当該業者との直接的かつ恒常的な雇用関係が証明できる以下資料のいずれかの写し

監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証

市区町村が発行した住民税特別徴収税額の決定通知書

　東大阪市上下水道局下水道契約規程第１８条各号のいずれかに該当する入札。

入札参加者は、東大阪市電子入札システム（以下、「システム」という。）を用い、東大阪市上下水道局下水道部下水道総務室総務契約課（以
下、「総務契約課」という。）が規定する様式に基づき、電子入札参加申請書、工事費内訳書及び入札書を同時に提出すること。なお、齟齬又
は入力漏れ等の不備がある場合は無効とする。

契約締結に当たっては、入札書に入力された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（加算した金額に１円未満の端数
があるときは、その端数金額を切り捨てた額）をもって契約価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である
かを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に入力すること。なお、入札金額は工事費内訳書の金額と同
額であること。

入札参加者は、提出した申請書、工事費内訳書及び入札書の訂正、引換え又は撤回をすることはできない。

１

イ

３

(1)

ア

　東大阪市上下水道局下水道契約規程（平成２５年東大阪市上下水道局管理規程第９号）第１２条第２号の規定により免除とする。

ア

イ

ウ

(2)

イ

ウ

(a)

エ

ア

４

説明の求めがあったときは、書面で回答する。ウ

ア

(e)

(f)

※

エ

(b)

(c)

(d)

２

６

５

(1)

一方の会社の役員（監査役は含まない。以下同じ。）が、他方の会社の役員を現に兼ねている者

エ

(2)

ウ

イ 親会社を同じくする子会社同士の者

(3)

一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事再生法第64条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねてい
る者

官公需適格組合とその組合員との同時の入札参加申請は認めない。

低入札価格調査を実施する場合及び入札結果において、何らかの規則性がみられるなど職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合は、
落札決定を保留し、入札参加者から事情聴取を行い、調査することができる。

入札後、入札参加者に対し、ヒアリングの実施及び詳細内訳書等の提出を求める場合がある。調査対象者は速やかに調査に応じなければならない。

同日公告の他の案件との重複申請可（入札参加可能業者に限る）。ただし、単価契約案件については各実施要領を参照すること。

実施要領に記載の無い事項については「東大阪市上下水道局下水道部制限付き一般競争入札実施要綱」「電子入札参加についての注意事項
（下水道部）」を確認すること。

(4)

(5)

(6)

mailto:gesui-nyusatsu@city.higashiosaka.lg.jp
mailto:gesui-nyusatsu@city.higashiosaka.lg.jp


契約日翌日　～

：

： 経審点に発注者別評価点を加えた点数

※開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他都合により遅れる場合があります。

　質疑を行う場合は、入札参加者名を特定できる内容を記載しないうえで、
下水道総務室総務契約課までメール（gesui-nyusatsu@city.higashiosaka.lg.jp）に
て、令和8年6月16日の正午までに送信すること。
　なお、質疑に対する回答については、令和8年6月18日までに東大阪市電
子入札情報のホームページにおいて公表する。

午前

申請･入札、開札の場所 東大阪市荒本北一丁目１番１号　 東大阪市上下水道局下水道部下水道総務室総務契約課

年 6令和

近接工事件名・施工業者名 該当なし

月 23
開 札 日 時

10:00日8

質 疑 に つ い て

から まで申 請 ･ 入 札 日 時

事後公表（契約締結後、遅滞なく公表する。）

(1) 本市の令和８・９・１０年度入札参加有資格者名簿（工事）に第一希望業
種「土木一般」で登録されている市内業者であること。

(3) 当該業種に係る総合点が６１０点以上であること。

前払金40％以内、残額竣工後払

F

入 札 に 参 加 す る 者 に
必 要 な 資 格

経審点

総合点

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の総合評点（Ｐ点）（入札日時点に
おいて、有効かつ最新のものに限る。）

令和 8 年 6月 建設工事制限付き一般競争入札実施要領（10日更新）

令和８年度公共下水道第１０２工区管きょ築造工事

　申請される方は、「建設工事制限付き一般競争入札に関するご案内（下水）」を熟覧のうえ、東大阪市電子
入札システムを用い、規定の様式に基づき指定する申請・入札日時において提出してください。

土木 - 2

5:0022 日8 9:00午前6 月

工 事 概 要

予 定 価 格 （ 税 抜 ）

工 事 ラ ン ク

令和

東大阪市 北石切町　地内

午後

最 低制限 価格 （税 抜）

支 払 条 件

年令和

日

工 事 件 名

施 工 場 所

年 3 月

25,685,000 円

工 期 9 17

管路（φ500mm）

　管きょ工(開削) (φ500mm)
　　φ500㎜(VU)

　マンホール工
　　組立１号

　ます工
　
　付帯工

ΣＬ＝113.60 m

Ｌ＝113.60 m
      113.60 m

7 箇所
7 箇所

1式

1式

(2) 当該業種に係る一般建設業又は特定建設業の許可を有していること。

mailto:gesui-nyusatsu@city.higashiosaka.lg.jp


電子入札参加に関する一般的事項

入札保証金に関する事項

入札の無効に関する事項

入札方法等に関する事項

申請書、工事費内訳書及び入札書について

入札に際しては、本市に利用登録を行っているICカードを用いて入札すること。

発注案件に対する質疑回答について

(3) 事前審査について

(4) 落札候補者及び落札者について

(5) 非落札となった理由の説明について

契約保証金の額

その他

次のいずれかの関係に該当する者同士の入札参加は認めない。

問い合わせ先

東大阪市荒本北一丁目１番1号

東大阪市上下水道局下水道部下水道総務室総務契約課

電話　０６－４３０９－３２４６

メールアドレス　gesui-nyusatsu@city.higashiosaka.lg.jp

４

　契約金額の１００分の１０に相当する額以上とする。ただし、契約金額が５００万円未満の案件又は単価契約案件についてはこの限りではない。

(4)

説明の求めがあったときは、書面で回答する。ウ

(5)

(6) 実施要領に記載の無い事項については「東大阪市上下水道局下水道部制限付き一般競争入札実施要綱」「電子入札参加についての注意事項
（下水道部）」を確認すること。

ア 落札候補者に係る事後審査の結果、落札者と認められなかった者は、事後審査の翌開庁日までに通知することとし、通知を受けた者はその理
由について説明を求めることができる。

(e)

(f)

※ 上記の(a)～(d)の資料が提出できない場合は、下記の(e)又は(f)を提出すること

エ

その他公的機関の発行した書類で上記に準じ常勤の確認ができるもの

(b)

(c)

(d)

監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証

市区町村が発行した住民税特別徴収税額の決定通知書

健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書

６

同日公告の他の案件との重複申請可（入札参加可能業者に限る）。ただし、単価契約案件については各実施要領を参照すること。

５

(1)

親会社（会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。）と子会社（会社法第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。）の関
係にある者

一方の会社の役員（監査役は含まない。以下同じ。）が、他方の会社の役員を現に兼ねている者

エ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事再生法第64条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねてい
る者

(2) 官公需適格組合とその組合員との同時の入札参加申請は認めない。

ウ

イ 親会社を同じくする子会社同士の者

(3) 低入札価格調査を実施する場合及び入札結果において、何らかの規則性がみられるなど職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合は、
落札決定を保留し、入札参加者から事情聴取を行い、調査することができる。

入札後、入札参加者に対し、ヒアリングの実施及び詳細内訳書等の提出を求める場合がある。調査対象者は速やかに調査に応じなければならない。

ア

　東大阪市上下水道局下水道契約規程第１８条各号のいずれかに該当する入札。

ア

前号の説明を求める場合は、通知を受けた翌開庁日までに、総務契約課まで書面を持参の上、提出しなければならない。イ

入札参加者は、提出した申請書、工事費内訳書及び入札書の訂正、引換え又は撤回をすることはできない。

経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写し

配置予定現場代理人の経歴書

配置予定主任技術者又は監理技術者の経歴書及び資格を証明する免許証等の写し（監理技術者講習修了証を含む）

ウ

(2)

イ及びウに選任された者において、当該業者との直接的かつ恒常的な雇用関係が証明できる以下資料のいずれかの写し

イ

ウ

　入札参加者が質疑を行う場合は、入札参加者名を特定できる内容を記載しないうえで、総務契約課までメール
（gesui-nyusatsu@city.higashiosaka.lg.jp）にて、総務契約課が指定する日時までに送信すること。なお、質疑に対する回答については、東大阪市
電子入札情報のホームページにおいて公表するものとする。

(a)

エ

ア

雇用保険被保険者資格取得等確認通知書

所属会社の雇用証明書等（氏名・事業者名称（代表者職氏名等含む）・証明日・雇用形態・雇用開始日の記載があり、使用印が押印されたもの）

２

開札後、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札をした者（同額の場合にあってはシステムによる電子くじにより、くじ順位
が１である者。）を落札候補者とする。この者には、開札日のうちに通知をすることとし、事後審査に必要な次に掲げる書類について、通知を受け
た翌開庁日の午後５時までに提出を求め、提出された書類について審査を実施して落札者を決定する。なお、落札者と認められなかった場合は
次順位以降の者（同額の場合にあってはシステムによる電子くじにより、くじ順位が２以降である者。）について順次審査を実施して落札者を決定
する。

１

　東大阪市上下水道局下水道契約規程（平成２５年東大阪市上下水道局管理規程第９号）第１２条第２号の規定により免除とする。

契約締結に当たっては、入札書に入力された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（加算した金額に１円未満の端数が
あるときは、その端数金額を切り捨てた額）をもって契約価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを
問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に入力すること。なお、入札金額は工事費内訳書の金額と同額で
あること。

イ

　システムによる自動審査等による審査を行ったうえ、その結果について競争参加資格確認通知書をシステムにより送信する。
なお、競争参加資格無しの通知を受けた者は当該入札に参加できない。

３

(1)

入札参加者は、東大阪市電子入札システム（以下、「システム」という。）を用い、東大阪市上下水道局下水道部下水道総務室総務契約課（以
下、「総務契約課」という。）が規定する様式に基づき、電子入札参加申請書、工事費内訳書及び入札書を同時に提出すること。なお、齟齬又
は入力漏れ等の不備がある場合は無効とする。

mailto:gesui-nyusatsu@city.higashiosaka.lg.jp
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契約日翌日　～

：

※開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他都合により遅れる場合があります。

8

8

１式

１式

官公庁等

午後

最 低 制 限 価 格 （ 税 抜 ）

支 払 条 件

年令和 から

43,154,000 円

委託

　診断

　既設管調査

まで申 請 ･ 入 札 日 時

事後公表（契約締結後、遅滞なく公表する。）

(1) 本市の令和８・９・１０年度入札参加有資格者名簿（コンサル）に第一希望業
種「土木（上下水）業務」で登録されていること。

前払金３０％以内、残額完了後払

5:00日 午前6 月 9:00

履 行 期 間 9 17

令和 8 年  6 月
建設工事に係る設計業務等委託制限付き一般競争入札
実施要領（10日更新）

令和８年度公共下水道施設調査及び劣化診断業務等（１）

　申請される方は、「建設工事に係る設計業務等委託制限付き一般競争入札に関するご案内（下水）」を熟覧
のうえ、東大阪市電子入札システムを用い、規定の様式に基づき指定する申請・入札日時において提出してく
ださい。

土木（上下水） - 1

令和

東大阪市 公共下水道処理区域内（川俣処理分区）

日

業 務 件 名

業 務 場 所

年 3 月

入 札 に 参 加 す る 者 に
必 要 な 資 格

国土交通省、他省庁、特殊法人等（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す
る法律（平成12年法律第127号）第2条第1項の政令で定める法人をいう。）、地方公共
団体（地方自治法（昭和22年法律第67号）第1条の3に規定する普通地方公共団体及び
特別地方公共団体をいう。）及び日本下水道事業団（日本下水道事業団法（昭和47年
法律第41号）に基づき設立された法人をいう。）

業 務 概 要

予 定 価 格 （ 税 抜 ）

(2) 平成２３年度以降、官公庁等発注の土木設計（下水道部門）において、元請
として業務の履行実績があること。

(3) 技術士（総合技術監理部門（下水道）、上下水道部門（下水道））又は下水
道法に規定された資格を有する者もしくはシビルコンサルティングマネー
ジャー[RCCM]（登録部門が「下水道」に限る。）の資格を有する者を管理技
術者として適正に配置できること。

22

午前

申請･入札、開札の場所 東大阪市荒本北一丁目１番１号　 東大阪市上下水道局下水道部下水道総務室総務契約課

年 6令和 月 23
開 札 日 時

日

質 疑 に つ い て

10:00

質疑を行う場合は、入札参加者名を特定できる内容を記載しないうえで、下水
道総務室総務契約課までメール（gesui-nyusatsu@city.higashiosaka.lg.jp）に
て、令和8年6月16日の正午までに送信すること。　なお、質疑に対する回答に
ついては、令和8年6月18日までに東大阪市電子入札情報のホームページにお
いて公表する。

mailto:gesui-nyusatsu@city.higashiosaka.lg.jp


電子入札参加に関する一般的事項

入札保証金に関する事項

入札の無効に関する事項

入札方法等に関する事項

申請書、業務費内訳書及び入札書について

入札に際しては、本市に利用登録を行っているICカードを用いて入札すること。

発注案件に対する質疑回答について

(3) 事前審査について

(4) 落札候補者及び落札者について

(5) 非落札となった理由の説明について

契約保証金の額

その他

次のいずれかの関係に該当する者同士の入札参加は認めない。

問い合わせ先

東大阪市荒本北一丁目１番1号

東大阪市上下水道局下水道部下水道総務室総務契約課

電話　０６－４３０９－３２４６

メールアドレス　gesui-nyusatsu@city.higashiosaka.lg.jp

ア

ウ

２

１

イ

３

(1)

(2)

ア

エ

　東大阪市上下水道局下水道契約規程（平成２５年東大阪市上下水道局管理規程第９号）第１２条第２号の規定により免除とする。

　東大阪市上下水道局下水道契約規程第１８条各号のいずれかに該当する入札。

入札参加者は、東大阪市電子入札システム（以下、「システム」という。）を用い東大阪市上下水道局下水道部下水道総務室総務契約課（以
下、「総務契約課」という。）が規定する様式に基づき、電子入札参加申請書、業務費内訳書及び入札書を同時に提出すること。なお、齟齬又
は入力漏れ等の不備がある場合は無効とする。

契約締結に当たっては、入札書に入力された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（加算した金額に１円未満の端数
があるときは、その端数金額を切り捨てた額）をもって契約価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である
かを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に入力すること。なお、入札金額は業務費内訳書の金額と同
額であること。

入札参加者は、提出した申請書、業務費内訳書及び入札書の訂正、引換え又は撤回をすることはできない。

　入札参加者が質疑を行う場合は、入札参加者名を特定できる内容を記載しないうえで、総務契約課までメール
（gesui-nyusatsu@city.higashiosaka.lg.jp）にて、総務契約課が指定する日時までに送信すること。なお、質疑に対する回答については、東大阪市
電子入札情報のホームページにおいて公表するものとする。

　システムによる自動審査等による審査を行ったうえ、その結果について競争参加資格確認通知書をシステムにより送信する。
なお、競争参加資格無しの通知を受けた者は当該入札に参加できない。

　開札後、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札をした者（同額の場合にあってはシステムによる電子くじにより、くじ順
位が１である者。）を落札候補者とする。この者には、開札日のうちに通知をすることとし、事後審査に必要な次に掲げる書類について、通知を受
けた翌開庁日の午後５時までに提出を求め、提出された書類について審査を実施して落札者を決定する。なお、落札者と認められなかった場合
は次順位以降の者（同額の場合にあってはシステムによる電子くじにより、くじ順位が２以降である者。）について順次審査を実施して落札者を
決定する。

実施要領にて求める業務等委託の履行実績調書、契約書及び仕様書等の参考資料の写し

イ

ウ

(e)

(a)

(b)

※

(d)

４

配置予定管理技術者の経歴書及び資格を証明する免許証等の写し

イに選任された者において、当該業者との直接的かつ恒常的な雇用関係が証明できる以下資料のいずれかの写し

市区町村が発行した住民税特別徴収税額の決定通知書

健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書

(5)

(6)

(c)

６

５

(1)

エ

(2)

ウ

イ

(3)

(4)

前号の説明を求める場合は、通知を受けた翌開庁日までに、総務契約課まで書面を持参の上、提出しなければならない。

説明の求めがあったときは、書面で回答する。

　契約金額の１００分の１０に相当する額以上とする。ただし、契約金額が５００万円未満の案件又は単価契約案件についてはこの限りではない。

ア

ア

ウ

イ

雇用保険被保険者資格取得等確認通知書

上記の(a)～(c)の資料が提出できない場合は、下記の(d)又は(e)を提出すること

所属会社の雇用証明書等（氏名・事業者名称（代表者職氏名等含む）・証明日・雇用形態・雇用開始日の記載があり、使用印が押印されたもの）

その他公的機関の発行した書類で上記に準じ常勤の確認ができるもの

落札候補者に係る事後審査の結果、落札者と認められなかった者は、事後審査の翌開庁日までに通知することとし、通知を受けた者はその
理由について説明を求めることができる。

親会社（会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。）と子会社（会社法第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。）の
関係にある者

親会社を同じくする子会社同士の者

一方の会社の役員（監査役は含まない。以下同じ。）が、他方の会社の役員を現に兼ねている者

一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事再生法第64条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねてい
る者

官公需適格組合とその組合員との同時の入札参加申請は認めない。

低入札価格調査を実施する場合及び入札結果において、何らかの規則性がみられるなど職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合は、
落札決定を保留し、入札参加者から事情聴取を行い、調査することができる。

入札後、入札参加者に対し、ヒアリングの実施及び詳細内訳書等の提出を求める場合がある。調査対象者は速やかに調査に応じなければならない。

同日公告の他の案件との重複申請可（入札参加可能業者に限る）。ただし、単価契約案件については各実施要領を参照すること。

実施要領に記載の無い事項については「東大阪市上下水道局下水道部制限付き一般競争入札実施要綱」「電子入札参加についての注意事項
（下水道部）」を確認すること。

mailto:gesui-nyusatsu@city.higashiosaka.lg.jp
mailto:gesui-nyusatsu@city.higashiosaka.lg.jp


契約日翌日　～

：

※開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他都合により遅れる場合があります。

前払金３０％以内、残額完了後払

5:00日 午前6 月 9:00

履 行 期 間 9 17

令和 8 年  6 月
建設工事に係る設計業務等委託制限付き一般競争入札
実施要領（10日更新）

令和８年度公共下水道施設調査及び劣化診断業務等（２）

　申請される方は、「建設工事に係る設計業務等委託制限付き一般競争入札に関するご案内（下水）」を熟覧
のうえ、東大阪市電子入札システムを用い、規定の様式に基づき指定する申請・入札日時において提出してく
ださい。

土木（上下水） - 2

令和 日

業 務 件 名

業 務 場 所

年 3 月

東大阪市　公共下水道処理区域内（小阪処理分区、長堂分区、
　　　　　　　岸田堂分区、高井田分区、春宮処理分区、鴻池東処理分区）

業 務 概 要

予 定 価 格 （ 税 抜 ）

年 6令和

(2) 平成２３年度以降、官公庁等発注の土木設計（下水道部門）において、元請
として業務の履行実績があること。

(3) 技術士（総合技術監理部門（下水道）、上下水道部門（下水道））又は下水
道法に規定された資格を有する者もしくはシビルコンサルティングマネー
ジャー[RCCM]（登録部門が「下水道」に限る。）の資格を有する者を管理技
術者として適正に配置できること。

26

１式

１式

官公庁等

午後

最 低 制 限 価 格 （ 税 抜 ）

支 払 条 件

年令和 から

47,857,000 円

委託

　診断

　既設管調査

まで申 請 ･ 入 札 日 時

事後公表（契約締結後、遅滞なく公表する。）

質疑を行う場合は、入札参加者名を特定できる内容を記載しないうえで、下水
道総務室総務契約課までメール（gesui-nyusatsu@city.higashiosaka.lg.jp）に
て、令和8年6月22日の正午までに送信すること。　なお、質疑に対する回答に
ついては、令和8年6月24日までに東大阪市電子入札情報のホームページにお
いて公表する。

午前

申請･入札、開札の場所 東大阪市荒本北一丁目１番１号　 東大阪市上下水道局下水道部下水道総務室総務契約課

入 札 に 参 加 す る 者 に
必 要 な 資 格

国土交通省、他省庁、特殊法人等（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す
る法律（平成12年法律第127号）第2条第1項の政令で定める法人をいう。）、地方公共
団体（地方自治法（昭和22年法律第67号）第1条の3に規定する普通地方公共団体及び
特別地方公共団体をいう。）及び日本下水道事業団（日本下水道事業団法（昭和47年
法律第41号）に基づき設立された法人をいう。）

8

(1) 本市の令和８・９・１０年度入札参加有資格者名簿（コンサル）に第一希望業
種「土木（上下水）業務」で登録されていること。

10:008 月 29
開 札 日 時

日

質 疑 に つ い て

mailto:gesui-nyusatsu@city.higashiosaka.lg.jp


電子入札参加に関する一般的事項

入札保証金に関する事項

入札の無効に関する事項

入札方法等に関する事項

申請書、業務費内訳書及び入札書について

入札に際しては、本市に利用登録を行っているICカードを用いて入札すること。

発注案件に対する質疑回答について

(3) 事前審査について

(4) 落札候補者及び落札者について

(5) 非落札となった理由の説明について

契約保証金の額

その他

次のいずれかの関係に該当する者同士の入札参加は認めない。

問い合わせ先

東大阪市荒本北一丁目１番1号

東大阪市上下水道局下水道部下水道総務室総務契約課

電話　０６－４３０９－３２４６

メールアドレス　gesui-nyusatsu@city.higashiosaka.lg.jp

ア

ウ

(2)

ア

エ

　東大阪市上下水道局下水道契約規程（平成２５年東大阪市上下水道局管理規程第９号）第１２条第２号の規定により免除とする。

　東大阪市上下水道局下水道契約規程第１８条各号のいずれかに該当する入札。

入札参加者は、東大阪市電子入札システム（以下、「システム」という。）を用い東大阪市上下水道局下水道部下水道総務室総務契約課（以
下、「総務契約課」という。）が規定する様式に基づき、電子入札参加申請書、業務費内訳書及び入札書を同時に提出すること。なお、齟齬又
は入力漏れ等の不備がある場合は無効とする。

契約締結に当たっては、入札書に入力された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（加算した金額に１円未満の端数
があるときは、その端数金額を切り捨てた額）をもって契約価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である
かを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に入力すること。なお、入札金額は業務費内訳書の金額と同
額であること。

入札参加者は、提出した申請書、業務費内訳書及び入札書の訂正、引換え又は撤回をすることはできない。

　入札参加者が質疑を行う場合は、入札参加者名を特定できる内容を記載しないうえで、総務契約課までメール
（gesui-nyusatsu@city.higashiosaka.lg.jp）にて、総務契約課が指定する日時までに送信すること。なお、質疑に対する回答については、東大阪市
電子入札情報のホームページにおいて公表するものとする。

　システムによる自動審査等による審査を行ったうえ、その結果について競争参加資格確認通知書をシステムにより送信する。
なお、競争参加資格無しの通知を受けた者は当該入札に参加できない。

　開札後、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札をした者（同額の場合にあってはシステムによる電子くじにより、くじ順
位が１である者。）を落札候補者とする。この者には、開札日のうちに通知をすることとし、事後審査に必要な次に掲げる書類について、通知を受
けた翌開庁日の午後５時までに提出を求め、提出された書類について審査を実施して落札者を決定する。なお、落札者と認められなかった場合
は次順位以降の者（同額の場合にあってはシステムによる電子くじにより、くじ順位が２以降である者。）について順次審査を実施して落札者を
決定する。

実施要領にて求める業務等委託の履行実績調書、契約書及び仕様書等の参考資料の写し

イ

３

(1)

その他公的機関の発行した書類で上記に準じ常勤の確認ができるもの

ア 落札候補者に係る事後審査の結果、落札者と認められなかった者は、事後審査の翌開庁日までに通知することとし、通知を受けた者はその
理由について説明を求めることができる。

イ

イ

ウ

イ

ウ

(b)

(c)

(e)

(1)

配置予定管理技術者の経歴書及び資格を証明する免許証等の写し

イに選任された者において、当該業者との直接的かつ恒常的な雇用関係が証明できる以下資料のいずれかの写し

市区町村が発行した住民税特別徴収税額の決定通知書

健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書

雇用保険被保険者資格取得等確認通知書

※ 上記の(a)～(c)の資料が提出できない場合は、下記の(d)又は(e)を提出すること

(d) 所属会社の雇用証明書等（氏名・事業者名称（代表者職氏名等含む）・証明日・雇用形態・雇用開始日の記載があり、使用印が押印されたもの）

前号の説明を求める場合は、通知を受けた翌開庁日までに、総務契約課まで書面を持参の上、提出しなければならない。

説明の求めがあったときは、書面で回答する。

４

６

１

２

(a)

低入札価格調査を実施する場合及び入札結果において、何らかの規則性がみられるなど職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合は、
落札決定を保留し、入札参加者から事情聴取を行い、調査することができる。

入札後、入札参加者に対し、ヒアリングの実施及び詳細内訳書等の提出を求める場合がある。調査対象者は速やかに調査に応じなければならない。

同日公告の他の案件との重複申請可（入札参加可能業者に限る）。ただし、単価契約案件については各実施要領を参照すること。

実施要領に記載の無い事項については「東大阪市上下水道局下水道部制限付き一般競争入札実施要綱」「電子入札参加についての注意事項
（下水道部）」を確認すること。

(6)

(3)

エ

ウ

(4)

(5)

　契約金額の１００分の１０に相当する額以上とする。ただし、契約金額が５００万円未満の案件又は単価契約案件についてはこの限りではない。

５

ア 親会社（会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。）と子会社（会社法第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。）の
関係にある者

親会社を同じくする子会社同士の者

一方の会社の役員（監査役は含まない。以下同じ。）が、他方の会社の役員を現に兼ねている者

一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事再生法第64条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねてい
る者

(2) 官公需適格組合とその組合員との同時の入札参加申請は認めない。

mailto:gesui-nyusatsu@city.higashiosaka.lg.jp
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契約日翌日　～

：

※開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他都合により遅れる場合があります。

午前

申請･入札、開札の場所 東大阪市荒本北一丁目１番１号　 東大阪市上下水道局下水道部下水道総務室総務契約課

年 6令和 月 23
開 札 日 時

10:00日8

質 疑 に つ い て

質疑を行う場合は、入札参加者名を特定できる内容を記載しないうえで、下
水道総務室総務契約課までメール（gesui-
nyusatsu@city.higashiosaka.lg.jp）にて、令和8年6月16日の正午までに送信
すること。　なお、質疑に対する回答については、令和8年6月18日までに東
大阪市電子入札情報のホームページにおいて公表する。

入 札 に 参 加 す る 者 に
必 要 な 資 格

5:0022 日8 9:00午前6 月

業 務 概 要

予 定 価 格 （ 税 抜 ）

午後

最低制限価格（税抜）

支 払 条 件

年令和 から

12,318,000 円

１式

委託

　耐震診断

まで申 請 ･ 入 札 日 時

事後公表（契約締結後、遅滞なく公表する。）

(1) 本市の令和８・９・１０年度入札参加有資格者名簿（コンサル）に第一希
望業種「土木（上下水）業務」で登録されていること。

(2) 平成２３年度以降、官公庁等発注の土木設計（下水道部門）において、
元請として業務の履行実績があること。

(3) 技術士（総合技術監理部門（下水道）、上下水道部門（下水道））又は下
水道法に規定された資格を有する者もしくはシビルコンサルティングマ
ネージャー[RCCM]（登録部門が「下水道」に限る。）の資格を有する者を
管理技術者として適正に配置できること。

前払金30％以内、残額完了後払

官公庁等 国土交通省、他省庁、特殊法人等（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関
する法律（平成12年法律第127号）第2条第1項の政令で定める法人をいう。）、地方
公共団体（地方自治法（昭和22年法律第67号）第1条の3に規定する普通地方公共
団体及び特別地方公共団体をいう。）及び日本下水道事業団（日本下水道事業団
法（昭和47年法律第41号）に基づき設立された法人をいう。）

履 行 期 間 9 17

令和 8 年  6 月
建設工事に係る設計業務等委託制限付き一般競争入札
実施要領（10日更新）

令和８年度公共下水道施設耐震診断業務（１）

　申請される方は、「建設工事に係る設計業務等委託制限付き一般競争入札に関するご案内（下水）」を熟
覧のうえ、東大阪市電子入札システムを用い、規定の様式に基づき指定する申請・入札日時において提出
してください。

土木（上下水） - 3

令和 日

業 務 件 名

業 務 場 所

年 3 月

東大阪市公共下水道処理区域内（岸田堂分区及び大蓮分区）

mailto:nyusatsu@city.higashiosaka.lg.jp


電子入札参加に関する一般的事項

入札保証金に関する事項

入札の無効に関する事項

入札方法等に関する事項

申請書、業務費内訳書及び入札書について

入札に際しては、本市に利用登録を行っているICカードを用いて入札すること。

発注案件に対する質疑回答について

(3) 事前審査について

(4) 落札候補者及び落札者について

(5) 非落札となった理由の説明について

契約保証金の額

その他

次のいずれかの関係に該当する者同士の入札参加は認めない。

問い合わせ先

東大阪市荒本北一丁目１番1号

東大阪市上下水道局下水道部下水道総務室総務契約課

電話　０６－４３０９－３２４６

メールアドレス　gesui-nyusatsu@city.higashiosaka.lg.jp

　契約金額の１００分の１０に相当する額以上とする。ただし、契約金額が５００万円未満の案件又は単価契約案件についてはこの限りではない。

(5) 同日公告の他の案件との重複申請可（入札参加可能業者に限る）。ただし、単価契約案件については各実施要領を参照すること。
(6) 実施要領に記載の無い事項については「東大阪市上下水道局下水道部制限付き一般競争入札実施要綱」「電子入札参加についての注意事項

（下水道部）」を確認すること。

６

５

(1)

親会社（会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。）と子会社（会社法第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。）の
関係にある者

一方の会社の役員（監査役は含まない。以下同じ。）が、他方の会社の役員を現に兼ねている者

エ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事再生法第64条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねてい
る者

(2) 官公需適格組合とその組合員との同時の入札参加申請は認めない。

ウ

イ 親会社を同じくする子会社同士の者

(3) 低入札価格調査を実施する場合及び入札結果において、何らかの規則性がみられるなど職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合は、
落札決定を保留し、入札参加者から事情聴取を行い、調査することができる。

(4) 入札後、入札参加者に対し、ヒアリングの実施及び詳細内訳書等の提出を求める場合がある。調査対象者は速やかに調査に応じなければならない。

ア

(d) 所属会社の雇用証明書等（氏名・事業者名称（代表者職氏名等含む）・証明日・雇用形態・雇用開始日の記載があり、使用印が押印されたもの）

(e)

４

入札参加者は、提出した申請書、業務費内訳書及び入札書の訂正、引換え又は撤回をすることはできない。

実施要領にて求める業務等委託の履行実績調書、契約書及び仕様書等の参考資料の写し

配置予定管理技術者の経歴書及び資格を証明する免許証等の写し

ウ

(2)

落札候補者に係る事後審査の結果、落札者と認められなかった者は、事後審査の翌開庁日までに通知することとし、通知を受けた者はその
理由について説明を求めることができる。

ア

前号の説明を求める場合は、通知を受けた翌開庁日までに、総務契約課まで書面を持参の上、提出しなければならない。

ウ 説明の求めがあったときは、書面で回答する。

イ

イ

その他公的機関の発行した書類で上記に準じ常勤の確認ができるもの

ウ イに選任された者において、当該業者との直接的かつ恒常的な雇用関係が証明できる以下資料のいずれかの写し

(a) 市区町村が発行した住民税特別徴収税額の決定通知書

(b) 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書

(c) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書

※ 上記の(a)～(c)の資料が提出できない場合は、下記の(d)又は(e)を提出すること

ア

　東大阪市上下水道局下水道契約規程第１８条各号のいずれかに該当する入札。

　入札参加者が質疑を行う場合は、入札参加者名を特定できる内容を記載しないうえで、総務契約課までメール
（gesui-nyusatsu@city.higashiosaka.lg.jp）にて、総務契約課が指定する日時までに送信すること。なお、質疑に対する回答については、東大阪市
電子入札情報のホームページにおいて公表するものとする。

ア

エ

２

　開札後、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札をした者（同額の場合にあってはシステムによる電子くじにより、くじ順
位が１である者。）を落札候補者とする。この者には、開札日のうちに通知をすることとし、事後審査に必要な次に掲げる書類について、通知を受
けた翌開庁日の午後５時までに提出を求め、提出された書類について審査を実施して落札者を決定する。なお、落札者と認められなかった場合
は次順位以降の者（同額の場合にあってはシステムによる電子くじにより、くじ順位が２以降である者。）について順次審査を実施して落札者を
決定する。

１

　東大阪市上下水道局下水道契約規程（平成２５年東大阪市上下水道局管理規程第９号）第１２条第２号の規定により免除とする。

契約締結に当たっては、入札書に入力された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（加算した金額に１円未満の端数
があるときは、その端数金額を切り捨てた額）をもって契約価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である
かを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に入力すること。なお、入札金額は業務費内訳書の金額と同
額であること。

イ

　システムによる自動審査等による審査を行ったうえ、その結果について競争参加資格確認通知書をシステムにより送信する。
なお、競争参加資格無しの通知を受けた者は当該入札に参加できない。

３

(1)

入札参加者は、東大阪市電子入札システム（以下、「システム」という。）を用い東大阪市上下水道局下水道部下水道総務室総務契約課（以
下、「総務契約課」という。）が規定する様式に基づき、電子入札参加申請書、業務費内訳書及び入札書を同時に提出すること。なお、齟齬又
は入力漏れ等の不備がある場合は無効とする。

mailto:gesui-nyusatsu@city.higashiosaka.lg.jp
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契約日翌日　～

：

※開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他都合により遅れる場合があります。

履 行 期 間 9 17

令和 8 年  6 月
建設工事に係る設計業務等委託制限付き一般競争入札
実施要領（10日更新）

令和８年度公共下水道設計業務等（１）

　申請される方は、「建設工事に係る設計業務等委託制限付き一般競争入札に関するご案内（下水）」を熟覧
のうえ、東大阪市電子入札システムを用い、規定の様式に基づき指定する申請・入札日時において提出してく
ださい。

土木（上下水） - 4

令和

東大阪市 渋川町四丁目　～　衣摺四丁目　地内

日

業 務 件 名

業 務 場 所

年 3 月

業 務 概 要

予 定 価 格 （ 税 抜 ）

午後

最低制限価格（ 税 抜）

支 払 条 件

年令和 から

13,379,000 円

１式

委託

　実施設計

まで申 請 ･ 入 札 日 時

事後公表（契約締結後、遅滞なく公表する。）

(1) 本市の令和８・９・１０年度入札参加有資格者名簿（コンサル）に第一希望
業種「土木（上下水）業務」で登録されていること。

(2) 平成２３年度以降、官公庁等発注の土木設計（下水道部門）において、元
請として業務の履行実績があること。

(3) 技術士（総合技術監理部門（下水道）、上下水道部門（下水道））又は下水
道法に規定された資格を有する者もしくはシビルコンサルティングマネー
ジャー[RCCM]（登録部門が「下水道」に限る。）の資格を有する者を管理
技術者として適正に配置できること。

前払金30％以内、残額完了後払

官公庁等 国土交通省、他省庁、特殊法人等（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関
する法律（平成12年法律第127号）第2条第1項の政令で定める法人をいう。）、地方公
共団体（地方自治法（昭和22年法律第67号）第1条の3に規定する普通地方公共団体
及び特別地方公共団体をいう。）及び日本下水道事業団（日本下水道事業団法（昭
和47年法律第41号）に基づき設立された法人をいう。）

入 札 に 参 加 す る 者 に
必 要 な 資 格

5:0022 日8 9:00午前6 月

年 6令和 月 23
開 札 日 時

10:00日8

質 疑 に つ い て

質疑を行う場合は、入札参加者名を特定できる内容を記載しないうえで、下
水道総務室総務契約課までメール（gesui-nyusatsu@city.higashiosaka.lg.jp）
にて、令和8年6月16日の正午までに送信すること。　なお、質疑に対する回
答については、令和8年6月18日までに東大阪市電子入札情報のホームペー
ジにおいて公表する。

午前

申請･入札、開札の場所 東大阪市荒本北一丁目１番１号　 東大阪市上下水道局下水道部下水道総務室総務契約課

mailto:gesui-nyusatsu@city.higashiosaka.lg.jp


電子入札参加に関する一般的事項

入札保証金に関する事項

入札の無効に関する事項

入札方法等に関する事項

申請書、業務費内訳書及び入札書について

入札に際しては、本市に利用登録を行っているICカードを用いて入札すること。

発注案件に対する質疑回答について

(3) 事前審査について

(4) 落札候補者及び落札者について

(5) 非落札となった理由の説明について

契約保証金の額

その他

次のいずれかの関係に該当する者同士の入札参加は認めない。

問い合わせ先

東大阪市荒本北一丁目１番1号

東大阪市上下水道局下水道部下水道総務室総務契約課

電話　０６－４３０９－３２４６

メールアドレス　gesui-nyusatsu@city.higashiosaka.lg.jp

２

　開札後、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札をした者（同額の場合にあってはシステムによる電子くじにより、くじ順位
が１である者。）を落札候補者とする。この者には、開札日のうちに通知をすることとし、事後審査に必要な次に掲げる書類について、通知を受けた
翌開庁日の午後５時までに提出を求め、提出された書類について審査を実施して落札者を決定する。なお、落札者と認められなかった場合は次
順位以降の者（同額の場合にあってはシステムによる電子くじにより、くじ順位が２以降である者。）について順次審査を実施して落札者を決定す
る。

１

　東大阪市上下水道局下水道契約規程（平成２５年東大阪市上下水道局管理規程第９号）第１２条第２号の規定により免除とする。

契約締結に当たっては、入札書に入力された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（加算した金額に１円未満の端数が
あるときは、その端数金額を切り捨てた額）をもって契約価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを
問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に入力すること。なお、入札金額は業務費内訳書の金額と同額で
あること。

イ

　システムによる自動審査等による審査を行ったうえ、その結果について競争参加資格確認通知書をシステムにより送信する。
なお、競争参加資格無しの通知を受けた者は当該入札に参加できない。

３

(1)

入札参加者は、東大阪市電子入札システム（以下、「システム」という。）を用い東大阪市上下水道局下水道部下水道総務室総務契約課（以下、
「総務契約課」という。）が規定する様式に基づき、電子入札参加申請書、業務費内訳書及び入札書を同時に提出すること。なお、齟齬又は入力
漏れ等の不備がある場合は無効とする。

雇用保険被保険者資格取得等確認通知書

※ 上記の(a)～(c)の資料が提出できない場合は、下記の(d)又は(e)を提出すること

ア

　東大阪市上下水道局下水道契約規程第１８条各号のいずれかに該当する入札。

　入札参加者が質疑を行う場合は、入札参加者名を特定できる内容を記載しないうえで、総務契約課までメール
（gesui-nyusatsu@city.higashiosaka.lg.jp）にて、総務契約課が指定する日時までに送信すること。なお、質疑に対する回答については、東大阪市電
子入札情報のホームページにおいて公表するものとする。

ア

エ

(d) 所属会社の雇用証明書等（氏名・事業者名称（代表者職氏名等含む）・証明日・雇用形態・雇用開始日の記載があり、使用印が押印されたもの）

(e)

４

入札参加者は、提出した申請書、業務費内訳書及び入札書の訂正、引換え又は撤回をすることはできない。

実施要領にて求める業務等委託の履行実績調書、契約書及び仕様書等の参考資料の写し

配置予定管理技術者の経歴書及び資格を証明する免許証等の写し

ウ

(2)

落札候補者に係る事後審査の結果、落札者と認められなかった者は、事後審査の翌開庁日までに通知することとし、通知を受けた者はその理
由について説明を求めることができる。

ア

前号の説明を求める場合は、通知を受けた翌開庁日までに、総務契約課まで書面を持参の上、提出しなければならない。

ウ 説明の求めがあったときは、書面で回答する。

イ

イ

その他公的機関の発行した書類で上記に準じ常勤の確認ができるもの

ウ イに選任された者において、当該業者との直接的かつ恒常的な雇用関係が証明できる以下資料のいずれかの写し

(a) 市区町村が発行した住民税特別徴収税額の決定通知書

(b) 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書

(c)

　契約金額の１００分の１０に相当する額以上とする。ただし、契約金額が５００万円未満の案件又は単価契約案件についてはこの限りではない。

(5) 同日公告の他の案件との重複申請可（入札参加可能業者に限る）。ただし、単価契約案件については各実施要領を参照すること。

(6) 実施要領に記載の無い事項については「東大阪市上下水道局下水道部制限付き一般競争入札実施要綱」「電子入札参加についての注意事項
（下水道部）」を確認すること。

６

５

(1)

親会社（会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。）と子会社（会社法第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。）の関
係にある者

一方の会社の役員（監査役は含まない。以下同じ。）が、他方の会社の役員を現に兼ねている者

エ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事再生法第64条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている
者

(2) 官公需適格組合とその組合員との同時の入札参加申請は認めない。

ウ

イ 親会社を同じくする子会社同士の者

(3) 低入札価格調査を実施する場合及び入札結果において、何らかの規則性がみられるなど職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合は、落
札決定を保留し、入札参加者から事情聴取を行い、調査することができる。

(4) 入札後、入札参加者に対し、ヒアリングの実施及び詳細内訳書等の提出を求める場合がある。調査対象者は速やかに調査に応じなければならない。

ア
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契約日翌日　～

※開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他都合により遅れる場合があります。

一式
一式
一式

午後

最 低 制 限 価 格 （ 税 抜 ）

支 払 条 件

年令和 から

7,935,000 円

更新実施設計（基本及び詳細設計）
制御電源及び計装用電源設備の電気設計
負荷設備の電気設計
監視制御設備の電気設計

まで申 請 ･ 入 札 日 時

事後公表（契約締結後、遅滞なく公表する。）

(1) 本市の令和８・９・１０年度入札参加有資格者名簿（コンサル）に第一希望業
種「土木（上下水）業務」で登録されていること。

前払金３０％以内、残額完了後払

5:00日 午前6 月 9:00

入 札 に 参 加 す る 者 に
必 要 な 資 格

業 務 概 要

履 行 期 間 9 17

令和 8 年  6 月
建設工事に係る設計業務等委託制限付き一般競争入札
実施要領（10日更新）

令和８年度公共下水道高井田ポンプ場電気設備改築実施設計業務委託

　申請される方は、「建設工事に係る設計業務等委託制限付き一般競争入札に関するご案内（下水）」を熟覧
のうえ、東大阪市電子入札システムを用い、規定の様式に基づき指定する申請・入札日時において提出してく
ださい。

土木（上下水） - 5

令和

東大阪市 高井田西六丁目２番２６号

日

業 務 件 名

業 務 場 所

年 3 月

予 定 価 格 （ 税 抜 ）

(2) 技術士（総合技術監理部門（下水道）、上下水道部門（下水道））又は下水
道法に規定された資格を有する者もしくはシビルコンサルティングマネー
ジャー[RCCM]（登録部門が「下水道」に限る。）の資格を有する者を管理技
術者として適正に配置できること。

8 22

午前年 6令和 月 23
開 札 日 時

日

質 疑 に つ い て

質疑を行う場合は、入札参加者名を特定できる内容を記載しないうえで、下水
道総務室総務契約課までメール（gesui-nyusatsu@city.higashiosaka.lg.jp）に
て、令和8年6月16日の正午までに送信すること。　なお、質疑に対する回答に
ついては、令和8年6月18日までに東大阪市電子入札情報のホームページにお
いて公表する。

8 10:00

申請･入札、開札の場所 東大阪市荒本北一丁目１番１号　 東大阪市上下水道局下水道部下水道総務室総務契約課

mailto:gesui-nyusatsu@city.higashiosaka.lg.jp


電子入札参加に関する一般的事項

入札保証金に関する事項

入札の無効に関する事項

入札方法等に関する事項

申請書、業務費内訳書及び入札書について

入札に際しては、本市に利用登録を行っているICカードを用いて入札すること。

発注案件に対する質疑回答について

(3) 事前審査について

(4) 落札候補者及び落札者について

(5) 非落札となった理由の説明について

契約保証金の額

その他

次のいずれかの関係に該当する者同士の入札参加は認めない。

問い合わせ先

東大阪市荒本北一丁目１番1号

東大阪市上下水道局下水道部下水道総務室総務契約課

電話　０６－４３０９－３２４６

メールアドレス　gesui-nyusatsu@city.higashiosaka.lg.jp

ウ

２

１

イ

３

(1)

　システムによる自動審査等による審査を行ったうえ、その結果について競争参加資格確認通知書をシステムにより送信する。
なお、競争参加資格無しの通知を受けた者は当該入札に参加できない。

　開札後、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札をした者（同額の場合にあってはシステムによる電子くじにより、くじ順
位が１である者。）を落札候補者とする。この者には、開札日のうちに通知をすることとし、事後審査に必要な次に掲げる書類について、通知を受
けた翌開庁日の午後５時までに提出を求め、提出された書類について審査を実施して落札者を決定する。なお、落札者と認められなかった場合
は次順位以降の者（同額の場合にあってはシステムによる電子くじにより、くじ順位が２以降である者。）について順次審査を実施して落札者を
決定する。

ア

イ

(e)

(a)

(b)

※

(d)

(2)

エ

　東大阪市上下水道局下水道契約規程（平成２５年東大阪市上下水道局管理規程第９号）第１２条第２号の規定により免除とする。

　東大阪市上下水道局下水道契約規程第１８条各号のいずれかに該当する入札。

入札参加者は、東大阪市電子入札システム（以下、「システム」という。）を用い東大阪市上下水道局下水道部下水道総務室総務契約課（以
下、「総務契約課」という。）が規定する様式に基づき、電子入札参加申請書、業務費内訳書及び入札書を同時に提出すること。なお、齟齬又
は入力漏れ等の不備がある場合は無効とする。

契約締結に当たっては、入札書に入力された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（加算した金額に１円未満の端数
があるときは、その端数金額を切り捨てた額）をもって契約価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である
かを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に入力すること。なお、入札金額は業務費内訳書の金額と同
額であること。

入札参加者は、提出した申請書、業務費内訳書及び入札書の訂正、引換え又は撤回をすることはできない。

　入札参加者が質疑を行う場合は、入札参加者名を特定できる内容を記載しないうえで、総務契約課までメール
（gesui-nyusatsu@city.higashiosaka.lg.jp）にて、総務契約課が指定する日時までに送信すること。なお、質疑に対する回答については、東大阪市
電子入札情報のホームページにおいて公表するものとする。

ア

４

配置予定管理技術者の経歴書及び資格を証明する免許証等の写し

アに選任された者において、当該業者との直接的かつ恒常的な雇用関係が証明できる以下資料のいずれかの写し

市区町村が発行した住民税特別徴収税額の決定通知書

健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書

(5)

(6)

(c)

前号の説明を求める場合は、通知を受けた翌開庁日までに、総務契約課まで書面を持参の上、提出しなければならない。

説明の求めがあったときは、書面で回答する。

　契約金額の１００分の１０に相当する額以上とする。ただし、契約金額が５００万円未満の案件又は単価契約案件についてはこの限りではない。

ア

ウ

イ

雇用保険被保険者資格取得等確認通知書

上記の(a)～(c)の資料が提出できない場合は、下記の(d)又は(e)を提出すること

所属会社の雇用証明書等（氏名・事業者名称（代表者職氏名等含む）・証明日・雇用形態・雇用開始日の記載があり、使用印が押印されたもの）

その他公的機関の発行した書類で上記に準じ常勤の確認ができるもの

落札候補者に係る事後審査の結果、落札者と認められなかった者は、事後審査の翌開庁日までに通知することとし、通知を受けた者はその
理由について説明を求めることができる。

親会社（会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。）と子会社（会社法第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。）の
関係にある者

親会社を同じくする子会社同士の者

一方の会社の役員（監査役は含まない。以下同じ。）が、他方の会社の役員を現に兼ねている者

一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事再生法第64条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねてい
る者

６

５

(1)

エ

(2)

ウ

イ

(3)

(4)

ア

官公需適格組合とその組合員との同時の入札参加申請は認めない。

低入札価格調査を実施する場合及び入札結果において、何らかの規則性がみられるなど職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合は、
落札決定を保留し、入札参加者から事情聴取を行い、調査することができる。

入札後、入札参加者に対し、ヒアリングの実施及び詳細内訳書等の提出を求める場合がある。調査対象者は速やかに調査に応じなければならない。

同日公告の他の案件との重複申請可（入札参加可能業者に限る）。ただし、単価契約案件については各実施要領を参照すること。

実施要領に記載の無い事項については「東大阪市上下水道局下水道部制限付き一般競争入札実施要綱」「電子入札参加についての注意事項
（下水道部）」を確認すること。
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制限付き一般競争入札実施要領 
 

※入札参加についての注意事項もご覧ください。 
 
１ 入札に付する事項（規格及び数量の詳細は仕様書に記載） 
（１）件 名  オプロール 
（２）規    格  物品購入仕様書のとおり ※同等品不可 
（３）数    量  物品購入仕様書のとおり 
（４）納 入 期 日   令和 8 年 9 月 30 日 
（５）納 入 場 所  高井田ポンプ場（東大阪市高井田西六丁目２番２６号）及び 
           岸田堂ポンプ場（東大阪市岸田堂西二丁目９番３号） 
（６）入札 保証 金  免除とする。 
（７）契約 保証 金  契約金額の 3%以上とする。 ただし、契約金額が 500 万円未満の

案件についてはこの限りでない。 
（８）予 定 価 格  非公表 
（９）最低制限価格  なし 
（１０）仕 様 書 等 東大阪市ウェブサイトへ掲載する。 
（１１）購 入 部 課 下水道部下水ポンプ施設課 
 
２ 契約条項を示す場所及び日時 
（１）場所 東大阪市荒本北一丁目１番１号 
      東大阪市役所 １３階 下水道部 下水道総務室 総務契約課 
（２）日時 令和 8 年６月１０日（水）午後３時 
 
３ 入札に参加する者に必要な資格 
（１）本市の令和６・７・８年度入札参加有資格者名簿（物品・役務）において、業種・種

目「007-03（機械関係）」を第１希望として登録されていること。 
 
４ スケジュール（郵便による入札を実施します） 

項目 日程 手続の方法 

質疑受付 

令和 8 年 6 月 10 日（水） 
から 
令和 8 年 6 月 22 日（月） 
正午まで 

下水道総務室総務契約課へメール（質疑書に内容記入） 
gesui-nyusatsu@city.higashiosaka.lg.jp 
なお、質疑に対する回答については、令和 8 年 6 月 24
日（水）までに東大阪市ウェブサイトにて公表する。 

入札 
令和 8 年 7 月 1 日（水） 
午後 5 時まで 

入札参加に必要な書類を下水道総務室総務契約課へ郵送 

具体的な提出書類等については「５提出書類について」

を参照のこと。 

（一般書留郵便 又は 簡易書留郵便） 
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開札 
令和 8 年 7 月 2 日（木） 
午前 10 時 

東大阪市役所１３階会議室 

※開札の立会いについては任意 

５ 提出書類について 
提出書類は、令和 8 年 7 月 1 日（水）午後 5 時までに必着とする 。 
郵送方法は、一般書留郵便又は簡易書留郵便とする。 

 なお、郵送で提出した旨を契約担当(ＴＥＬ：０６－４３０９－３２４６)まで電話連絡し、

到達を確認すること。 
 
提出書類と封筒への封入方法については以下のとおりとする。 

 
①については外封筒、②については内封筒へ封入し、一般書留郵便又は簡易書留郵便にて

郵送すること。（※詳細は別紙「 封筒記載方法 」を参考） 
 

【送付先】 
〒５７７－８５２１ 
東大阪市荒本北一丁目１番１号 
東大阪市上下水道局 下水道部 下水道総務室 総務契約課 

    
６ 入札参加資格の有無について 
 外封筒に封入された「入札参加申請書」を確認したうえ、メールにて令和 8 年 7 月 1 日

（水）までに入札参加資格の有無を通知する。メールの送付先については、入札参加申請書

に記載のメールアドレス宛に送付するものとする。 
 
７ 落札者決定方法について 
（１）落札者の決定は、本市予定価格以内の最低額をもって入札した者とする。 
（２）予定価格以内で入札がない場合は、入札不調とする。 
（３）落札者となるべき同価格の入札者が２者以上の場合は、くじにより落札者を決定する。 
 
８ 支払事項 
  納品検収後、一括払いとする。 

（適正な請求があってから３０日以内に支払う。） 
  

①  入札参加申請書 外封筒に封入 
②  入札書 内封筒に封入 



９ その他 
（１）次のいずれかの関係に該当する者同士の入札参加は認めない。 

   ① 親会社（会社法第 2 条第 4 号の規定による親会社をいう。以下同じ。）と子会社

（会社法第 2 条第 3 号の規定による子会社をいう。以下同じ。）の関係にある者 
   ② 親会社を同じくする子会社同士の者 
   ③ 一方の会社の役員（監査役は含まない。以下同じ。）が、他方の会社の役員を現

に兼ねている者 
   ④ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第１項又は民事再生法第

64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている者 
（２）官公需適格組合とその組合員との同時の入札参加申請は認めない。 
（３）入札結果において、何らかの規則性がみられるなど職員が談合があると疑うに足り

る事実を得た場合は、落札決定を保留し、入札参加者から事情聴取を行い、調査す

ることができる。 
（４）入札後、詳細内訳書等の提出を求める場合がある。 

 
１０ 問い合わせ先 
  〒５７７－８５２１ 東大阪市荒本北一丁目１番１号 
   東大阪市上下水道局下水道部下水道総務室総務契約課 

 TEL ０６－４３０９－３２４６ 
   （契約担当） 
   メールアドレス gesui-nyusatsu@city.higashiosaka.lg.jp 
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